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「土器川の減災に係る取組方針」減災のための目標

■５年間（H28年度～H32年度）で達成すべき目標

土器川の地形・氾濫特性や水害経験の少ない地域特性を踏
まえ、土器川で発生しうる大規模水害に対し、「犠牲者ゼ
ロ」および「社会経済被害の最小化」を目指す。

■目標達成に向けた取組の柱

（１）水害に対する安全性の向上および危機意識の向上とと
もに、迅速かつ的確な避難行動のための取組

（２）洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための
的確かつ効率的な水防活動の取組

（３）一刻も早い生活再建、社会経済活動の回復を可能とす
るための排水活動、施設整備（防災機能の維持）の取組
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２）洪水氾濫による被害の軽減、避難時間を確保するための的確
かつ効率的な水防活動の取組
①水防活動の効率化および水防体制の強化に関する取組

②県・市町庁舎、災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する取組

「土器川の減災に係る取組方針」概ね５年で実施する取組

１）水害に対する安全性の向上および危機意識の向上とともに、
迅速かつ的確な避難行動のための取組
①洪水を河川内で安全に流す対策

②危機管理型ハード対策

③情報伝達、避難計画等に関する取組

④平常時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

⑤地域連携体制の強化に関する取組

３）一刻も早い生活再建と社会経済活動を回復するための排水活
動、施設整備（防災機能の維持）の取組

①排水活動の強化に関する取組

②排水施設の整備に関する取組

③生活再建に関する取組 3



平成28年度 「取組方針」の実施内容（H29.2.17時点） （１／２）

取組
No.

取組項目
連携して取り組む

実施内容
検討年度 取組機関

■情報伝達、避難計画等に関する取組

3

検討中
未実施

地域住民が河川の危険状況を理
解するため、視覚的にわかりやす
い危険情報表示板の整備

土器川出張所鉄
塔の危険情報表
示施設の整備

平成28年度
注）平成29年度
から運用

四国地整

4

検討済
未実施

洪水時の自主避難や避難勧告発
令の参考とするため、水位計・量
水版の整備およびCCTV画像の公

開（洪水予報実施区域のうち丸亀区域）

丸亀橋の危険情
報表示板の整備
（CCTV画像配信）

平成28年度
注）平成29年度
から運用

四国地整

7

検討済
実施済

危険情報、災害情報、避難情報等
のリアルタイム情報を地域全体で
迅速かつ確実に共有するため、国
～県～市町～住民の連携による
情報伝達方法の改善

洪水予報・水防警
報の伝達方法の
改善

平成28年度
注）平成29年度
から運用

全市町、
香川県、
気象台、
四国地整

9

検討済
未実施

危険情報、災害情報、避難情報等
のリアルタイム情報を確実に地域
住民に伝達するため、アナログ手
法とデジタル手法による複数の情
報伝達手段の導入

緊急サイレン（吹
鳴パターン）の統
一化

平成28年度
注）平成29年度
から順次実施

全市町、
香川県、
四国地整

4

平成28年度 「取組方針」の実施内容（H29.2.17時点） （２／２）

取組
No.

取組項目
連携して取り組む

実施内容
検討年度 取組機関

■情報伝達、避難計画等に関する取組（つづき）

11

検討済
未実施

時間軸に応じた避難勧告等の発
令に着目したタイムライン（防災行
動計画）の作成・運用・検証・改善

各市町版タイムライ
ンの作成

平成28年度
注）平成29年
度から運用

全市町、
気象台、
四国地整

14

検討済
未実施

地域住民の避難行動および避難
所運営を支援するため、複合災害
の想定による住民目線での避難
支援体制や支援ツールの整備

住民参加型ワーク
ショップの実施

住民タイムライン・
リーフレット（案）の
作成

平成28年度
注）平成29年

度から活用検
討

全市町、
四国地整

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組

15

検討済
未実施

想定最大規模降雨による洪水浸
水想定区域の指定・公表

洪水氾濫シミュレー
ション動画の作成

平成28年度
注）平成29年
度から活用

全市町、
四国地整

■排水活動の強化に関する取組

32

検討中
未実施

大規模水害を想定した排水計画
の作成

排水計画（案）の作
成

平成28年度
注）平成29年
度から運用

関係市町、
四国地整

5



土器川出張所危険情報表示灯の整備

6

洪水等が発生した際に、地域住民の的確で安全な避難実施のために、地域住民が危険
性を認識しやすい視覚的な危険情報を、伝達する手段として、土器川出張所の鉄塔に危
険情報を表示する施設を整備する。

危険情報の表示は、丸亀橋の危険水位に応じて変更する。

取組No. 3
検討中
未実施

色 タイミング

赤色 丸亀橋の氾濫危険水位相当を超える

黄色 丸亀橋の避難判断水位相当を超える

緑色 丸亀橋の氾濫注意水位相当を超える

回転灯のイメージ

回転灯の色識別およびタイミング

土器川出張所の鉄塔

回転灯の設置箇所

土器川出張所危険情報表示灯の整備

7

取組No. 3

①地点からの鉄塔視認状況
（鉄塔から約800ｍ）

②

①

③
④

②地点からの鉄塔視認状況
（鉄塔から約500ｍ）

③地点からの鉄塔視認状況
（鉄塔から約450ｍ）

④地点からの鉄塔視認状況
（鉄塔から約900ｍ）

表示灯は、遮蔽物がない状況で鉄塔から半径約900ｍ遠方
からでも視認が可能

検討中
未実施



丸亀橋危険情報表示板の整備

8

取組No. 4

避難の目安とする水位

避難準備・高齢者等避難開始
の目安とする水位

香川河川国道事務所のホームページで公開する。（ＰＣ・スマホでライブ映像が確認可能）

丸亀橋のCCTVカメラ画像

土器川下流部を対象として、地域住民が河川の危険状況を視覚的に確認し、安全な避難
行動が実行できるようにするため、危険情報表示板（橋脚両面）を新たに設置する。

検討済
未実施

洪水予報・水防警報の伝達方法の改善

9

洪水等が発生した際に、地域住民の的確で安全な避難実施のためには、河川の危険の
状況等の防災情報を、情報の受け手側に迅速に伝達するだけでなく、受け手側の状況に
応じた伝達方法であることが重要である。このため、土器川においては、香川河川国道事
務所から関係機関に伝達している「洪水予報」の伝達方法を平成２８年１２月１日に改善
する。また、「水防警報」の伝達方法も同様とする。

【改善の内容】

香川河川国道事務所からのＦＡＸ送付による「洪水予報」、「水防警報」の伝達は、取り止
める。なお、ＦＡＸ送信による伝達を希望する機関は、従前どおり実施する。

従前の伝達方法 今後の伝達方法

１２月１日から

高松地方気象台

香川県河川砂防課

洪水予報
共同発表

①システムによるメール送付

②FAX送付

④電話による着信確認

忙しい時に繁雑
だなあ。
真に重要な情報
を見落としてし
まいそうだ。

必要最小限
の情報。

水防関係各機関

③FAX送付（中讃
土木事務所経由）

③電話による着信確認
水防関係各機関

香川河川国道事務所

②FAX送付

①シス
テムに
よる
メール
送付

高松地方気象台

洪水予報
共同発表

①システムによるメール送付

香川県河川砂防課

①システム
によるメー
ル送付

香川河川国道事務所

③FAX送付（中讃
土木事務所経由）

取組No. 7
検討済
実施済



土器川流域での緊急サイレン統一化

緊急サイレンの統一化は、「水防災意識社会 再構築ビジョン」取組の実行のために行う
ものであるが、水防にとらわれることなく、土砂災害や津波等の避難勧告が必要な場合の
緊急サイレンとして統一化することを検討する。

緊急サイレンの統一化は、土器川流域において大規模な災害が発生した場合、複数の市
町で避難勧告等が発令される可能性があることから、市町境界付近の住民が混乱しない
ように近隣市町が連携して対応を図るものである。

防災行政無線における避難勧告等の情報伝達は、サイレンと放送により実施される。本
検討では、緊急サイレン（吹鳴パターン）の統一化を図るものであり、放送内容を統一化す
るものではない。

区分 内容 サイレン信号

第１信号 警戒水位に達したことを知らせるもの
サイレン音（約５秒）
⇒約１５秒休止 ×３回

第２信号
水防団員及び消防機関に属する者の全員
が出動すべきことを知らせるもの

サイレン音（約５秒）
⇒約６秒休止 ×３回

第３信号
当該水防管理団体の区域内に居住する者
が出動すべきことを知らせるもの

サイレン音（約１０秒）
⇒約５秒休止 ×３回

第４信号
必要と認める区域内の居住者に避難のため
立ち退くべきことを知らせるもの

サイレン音（約１分）
⇒約５秒休止 ×２回

備考
１ 信号は適宜の時間継続すること
２ 必要があればサイレン信号を併用することを妨げないこと
３ 危険が去ったときは、口頭伝達により周知させるものとすること

対象とする
信号レベル

香川県の

水防信号
規則

取組No. 9

10

検討済
未実施

各市町のサイレン吹鳴パターン

種類 丸亀市 坂出市 善通寺市 宇多津町 琴平町 多度津町 まんのう
町

避難
勧告

津波
警報

60秒吹鳴
⇒5秒休止
×3回
（対象地域）

規定なし

60秒吹鳴
⇒5秒休止
×3回
（改良中）

規定なし 規定なし 規定なし 規定なし

対象とするサイレン

平成29年2月時点

11

取組No. 9

緊急サイレンの統一化は、各市町の手続きや調整が必要であり、
平成28年度は検討段階とする。

今後、各市町において、緊急サイレンの整備に着手する場合は、
香川県の『水防信号規則』を参考として、緊急サイレンの統一化に
配慮する。

＜今後の取り組み方針＞

検討済
未実施



氾濫流の洪水到達時間を考慮したタイムライン設定地域防災計画（水防計画）に基づくタイムライン設定

各市町版タイムラインの設定フロー

12

検討中 取組No. 11

丸亀市、まんのう町 ⇒避難情報の名称変更
宇多津町、琴平町 ⇒新規作成

坂出市、善通寺市、多度津町

⇒既往タイムラインに、土器川の氾濫危険情報、
氾濫発生情報を追加

地域防災計画（水防
計画）の改訂

地域防災計画（水防計
画）における避難勧告等
の発令基準に基づき、
タイムラインを設定

氾濫発生前に避難時間を確
保するため、避難判断水位
（氾濫警戒情報）から、ホット
ラインにより情報を共有し、

タイムラインを設定

氾濫発生時点で避難時間
が確保されるため、氾濫危
険水位（氾濫危険情報）から、
ホットラインにより情報を共
有し、タイムラインを設定

地域防災計画（水防
計画）の改訂

Yes

Yes

Yes
No

No

No

丸亀市、まんのう町は設定済み
宇多津町、琴平町が対象

【氾濫流の到達時間】
（右岸側）
・宇多津町 ：約１時間
・坂出市 ：約３時間

（左岸側）
・琴平町 ：約２時間
・善通寺市 ：約３時間
・多度津町 ：約６時間

地域防災計画（水防計画）
において、土器川の水位を判断基準
とした避難勧告等の発令基準が

位置づけられているか？

地域防災計画
（水防計画）が土器川の
危険水位の見直しに対応

しているか？

土器川が堤防決壊した
場合に、当該地域への氾濫流の
到達時間が避難に必要なリード

タイム（２時間）以下か？

まんのう町（地域防災
計画を改定中）

宇多津町（水防計画で
対応済み）

琴平町（水防計画で対
応済み）

対象市町
なし

坂出市、
善通寺市、
多度津町
が対象

各市町版タイムラインの活用

13

検討中 取組No. 11

【各市町版タイムラインの活用】
・タイムラインに従った各防災関係機関の適切な防災行動の実施

・地域住民が“早めの安全な避難行動”を実行できるように、避難時間が確保
できる適切なタイミングでの避難勧告等の発令（ホットラインの活用）

・タイムラインに従った的確かつ効率的な水防活動の実施

【タイムラインとは】

タイムラインを構成する三つの要素
：「何時（行動時刻）」、「誰が（組織・
主体）」、「何を（防災行動）」

大規模水災害の発生前から各主体
（住民を含む）が迅速で的確な対応
をとるためには、各主体協働による
時間軸に沿ったタイムラインを活用
した取り組みを行うことが重要。

「土器川の減災に係る取組方針」

【目標達成に向けた取組の柱】

（１）水害に対する安全性の向上および危機意識の
向上とともに、迅速かつ的確な避難行動のため
の取組

（２）洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保
のための的確かつ効率的な水防活動の取組

（３）一刻も早い生活再建、社会経済活動の回復を
可能とするための排水活動、施設整備（防災機
能の維持）の取組

土器川の洪水氾濫に対応した各市町版タイムラインの作成



出典：内閣府ホームページ 「避難準備情報」の名称変更について （平成28年12月26日公表）

避難情報の新たな名称と伝え方のイメージ
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取組No. 11

避難指示

避難勧告

避難準備情報

避難指示（緊急）

避難勧告

避難準備・高齢者等避難開始



住民タイムライン・リーフレット（案）の作成
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取組No. 14

リーフレット
表（案）

土器川モデル地区（土器町東・北）における住民タイムライン（案）を活用し、地域住民の防災行動意識向上と、避難行動を支援するためのルールとして、リーフレット（案）を作成。
住民が活用しやすいように各市町において、地域の実情に応じた内容に編集し、市町の広報等での周知や普及のための活動を進めていく。

検討済
未実施



住民タイムライン・リーフレット（案）の作成
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取組No. 14

リーフレット
裏（案）

検討済
未実施



洪水氾濫シミュレーション動画の作成（１）
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取組No. 15

ホームページ画面イメージ

アニメーション画面イメージ①

アニメーション画面イメージ②

土器川における想定最大規模降雨による浸水想定区域を広く周知し、浸水の危険性や浸
水過程のイメージを地域住民が理解しやすい情報として、洪水氾濫アニメーション動画を
香川河川国道事務所ホームページで公表する。

検討済
未実施

洪水氾濫シミュレーション動画の作成（２）
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取組No. 15

浸水時系列表示システム画面

タイムライン（防災行動計画）の円滑な行動、危険情報の伝達時の支援等に活用するため、
土器川における想定最大規模降雨による浸水時系列表示システムを各市町に配布する。

浸水時系列表示システムは、堤防決壊地点毎に表示し、浸水による想定被害規模の情報
を確認できる。

浸水状況画面（例）土器川右岸3.2k堤防決壊

想定最大規模降雨による洪水に対する
任意の堤防決壊地点を選定

検討済
未実施



排水計画（案）の作成
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取組No. 32

土器川における想定最大規模降雨による浸水想定区域を対象に、浸水が長期に継続地
域を選定し、排水ポンプ車の配置計画（案）を検討する。

検討にあたっては、検討対象地区の丸亀市、宇多津町との調整の上、排水ポンプ車の配
置ケースを想定し、その効果を検証する。

事務所名
ポンプ規模

m3/min
台数

香川河川国道 30 2

150 1

30 1

30 4

60 2

150 1

30 2

150 1

30 4

60 1

150 1

30 3

60 1

150 1

松山河川国道 30 2

30 5

150 1

33合計

四国技術

徳島河川国道

那賀川河川

高知河川国道

大洲河川国道

中村河川国道

・四国管内：排水ポンプ車３３台

・全国：347台 ・中国管内：３３台 ・近畿管内：３２台

検討中
未実施

長期浸水地域における排水計画の検討条件

項目 検討条件

検討対象場所 ・条 件:浸水深3m以上、浸水継続時間12時間以上
・対象場所:丸亀市土器町7丁目、宇多津町

被害想定（外力条件） ・外 力:想定最大規模降雨356mm/6hr
・破堤地点:右岸3.2k（土器川右岸下流部において被害最大）

排水施設 ・樋 門:川東樋門（稼働）、川津樋門（稼働）、塩浜樋門（稼働）、
網の浦樋門（稼働）、中村樋門（稼働）、
土器北樋門（稼働）、土器樋門（停止）、長友樋門（稼働）

・ポンプ場:川東雨水ポンプ場（停止）、川津ポンプ場（稼働）、
塩浜雨水ポンプ場（稼働）、中村排水機場（停止）、
産砂雨水ポンプ場（停止）

排水ポンプ車の保有
台数

・全国（国土交通省）:347台
・四国管内:33台 ・中国管内:33台 ・近畿管内:32台

排水ポンプ車のアク
セスルート

・西側:さぬき浜街道（土器川大橋）、高松善通寺線（蓬莱橋）、
市道（土器川橋）、川津丸亀線（丸亀橋）

・東側:さぬき浜街道、高松善通寺線、宇多津中北側市道、
大束川東側市道

排水ポンプ車の配置 ・排水方法:ポンプ排水により土器川・大束川へ
・配置場所:土器川堤防や浸水していない道路に設置
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取組No. 32検討中
未実施



排水計画の検討対象場所
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土器町東 土器町東

宇多津町
宇多津町

取組No. 32検討中
未実施

排水施設の状況（右岸3.2k破堤時）
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ピンク色:停止する施設

取組No. 32検討中
未実施



排水ポンプ車のアクセスルート
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さぬき浜街道（丸亀川大橋）

さぬき浜街道

高松善通寺線

宇多津中北側市道

市道（土器川橋）

高松善通寺線（蓬莱橋）

川津丸亀線（丸亀橋）

大束川東側市道

取組No. 32検討中
未実施


